
シニア情報
高齢者向けの教室や介護・医療

に関する情報をお届けします。

高齢者福祉サービスを紹介します

日常を支援するサービス 在宅で介護する方へのサービス

▲介護者が急な都合で介護できない場合の支援

介護施設に緊急宿泊した時の経費を一部助成します。

【対象】

介護認定を受けている方

■介護用品の購入費用を援助

【対象】

おむつ等の介護用品を必要とする方 （要介護３から

要介護５までの認定を受けている方） を介護してい

る市民税非課税世帯の方

【助成額】

１カ月あたり６,３００円以内

■介護者に入浴券、 マッサージ券を支給

【対象】

在宅において寝たきりまたは認知症でかつ要介護３

から要介護５までの認定を受けている方の介護者

【助成内容】

入浴券は年間１２回利用分を限度

マッサージ券は年間６回利用分を限度に助成

※入浴券は市営温泉施設および河童の湯で利用可能

■俳かいする高齢者の所在地を把握

位置検索システム専用の端末機などを貸与します。

 （自己負担あり）

サービスの利用につきましては、 各保健福祉サービス

センターまでお気軽にご相談ください。 （申請内容に

よっては、 ご利用できない場合があります。）

■豊平 ・ 玉川 ・ 泉野地区

 東部保健福祉サービスセンター☎８２－００２６

■宮川 ・ 金沢地区

 西部保健福祉サービスセンター☎８２－００７３

■ちの ・ 米沢 ・ 中大塩地区

 中部保健福祉サービスセンター☎８２－０１０７

■湖東 ・ 北山地区

 北部保健福祉サービスセンター☎７７－３０００

※時間　平日８時30分～ 17時15分

相談、 申請窓口

●緊急通報装置の貸し出し

身体に重大な危険性があり、 緊急の通報を必要とす

る方に、 連絡を容易にする機器を貸し出します。

 （自己負担あり）

●自宅への訪問による理容、 美容サービスへの助成

在宅で寝たきりの方など理容店や美容院に出かける

ことのできない方へ助成券を交付します。

【助成額】

１回あたり１,５００円 （年間４回まで）

●訪問介護、 訪問看護、 短期入所、 通所サービス等

介護保険での支給限度額を超えて介護サービスが必

要な方に、 介護保険と同じ負担割合で介護サービス

を利用していただけるように介護サービス利用料を

支援します。

※ご利用にあたっては、 介護支援専門員 （ケアマネー

　 ジャー） にご相談いただく必要があります。

●福祉用具の貸与

介護保険の対象にならない一時退院や一時帰宅時の

福祉用具の貸与について、 レンタル料金を補助します。

【対象用具】

車イスおよびその付属品、 特殊寝台およびその付属

品、 床ずれ防止用具、 体位変換器、 俳かい感知機器、

移動用リフト （つり具部分を除く）、 スロープ （可動

式のもの）

※福祉用具をレンタルする業者は、 市が指定した業

　 者となります。

■配食サービス

６５歳以上の一人暮らしの方や、 高齢者のみ世帯で

食事づくりが困難な方などを対象に昼食または夕食

を配達。 安否の確認も行います。

●移送サービス

自力で公共交通機関を利用できない人を対象に車イス

のまま乗り降りできる自動車で、 外出を支援します。

■成年後見制度などの利用支援

成年後見の申立などを必要としている人で、 申立費

用や後見人などへの報酬費用を負担することが困難

な場合に助成します。

■　介護保険事業　　　　●　市独自の事業　　　　▲　県補助事業

問　 高齢者 ・保険課　高齢者福祉係　☎72-2101 （内線 334）

金婚式 （結婚50周年） を迎えられるご夫婦
の皆さんへ　～お祝い品の贈呈～
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茅野市では金婚式（結婚50周年）を迎えら

れるご夫婦の方へ、 健康と長寿をお祝い

し、 ささやかですが、 お祝品を贈呈します。

昭和47年 （1972年） 4月から昭和48

年 （1973年） 3月までの間にご結婚さ

れたご夫婦

9月2日 （金） までに電話でお申し込みく

ださい。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線335）

介護予防普及啓発事業
「やさしい介護予防講座～１０年後の自分のために～」

９月２日㈮、１６日㈮、 ３０日㈮、 １０月１４日㈮

13時30分～15時

玉川地区コミュニティセンター

やさしい健康づくり （準備運動、 軽運動、

整理運動） と、 血圧や血糖値をよくする食

事や “お口” の健康についての話を聞く介

護予防講座

（株） やまびこスケートの森TRC　指導員

市内在住の65歳以上の方

10名 （申込多数の場合抽選）

無料

8月12日 （金） までに電話でお申し込みく

ださい。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線334）

認知症総合支援事業 「オレンジ・カフェ茅野」

8月29日（月）　１４時３０分～１５時３０分

ウエルシア薬局　茅野本町店

『認知症と薬の関係』 をテーマにお話があ

ります。

認知症の方やその家族、 支援する方

12名（定員になり次第、 申込受付を終了）

無料

8月1日（月） から電話でお申し込みくだ

さい。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線334）

介護保険第1号被保険者 （65歳以上） の方

が属する世帯の主たる生計維持者が、 新型

コロナウイルス感染症により死亡または重篤

な傷病を負った場合や、 事業収入等の減少

が見込まれる場合に介護保険料の減免制度

があります。 詳しくは、 担当課にお問い合

わせください。

高齢者 ・ 保険課　介護保険係

☎７２-２１０１ （内線336 ・ 337）

新型コロナウイルス感染症の影響による介護
保険料の減免

内　容

申込 ・問

応募少数の場合または新型コロナウイルス感染症対策の状況により中止させていただく場合もありますので、

あらかじめご了承願います。

茅野市地域情報化講習会

申込 ・問 企画課　行革 ・ デジタル係　☎72-2101 （内線 155、 156）
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茅野市では金婚式（結婚50周年）を迎えら

れるご夫婦の方へ、 健康と長寿をお祝い

し、 ささやかですが、 お祝品を贈呈します。

昭和47年 （1972年） 4月から昭和48

年 （1973年） 3月までの間にご結婚さ

れたご夫婦

9月2日 （金） までに電話でお申し込みく

ださい。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線335）

介護予防普及啓発事業
「やさしい介護予防講座～１０年後の自分のために～」

９月２日㈮、１６日㈮、 ３０日㈮、 １０月１４日㈮

13時30分～15時

玉川地区コミュニティセンター

やさしい健康づくり （準備運動、 軽運動、

整理運動） と、 血圧や血糖値をよくする食

事や “お口” の健康についての話を聞く介

護予防講座

（株） やまびこスケートの森TRC　指導員

市内在住の65歳以上の方

10名 （申込多数の場合抽選）

無料

8月12日 （金） までに電話でお申し込みく

ださい。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線334）

認知症総合支援事業 「オレンジ・カフェ茅野」

8月29日（月）　１４時３０分～１５時３０分

ウエルシア薬局　茅野本町店

『認知症と薬の関係』 をテーマにお話があ

ります。

認知症の方やその家族、 支援する方

12名（定員になり次第、 申込受付を終了）

無料

8月1日（月） から電話でお申し込みくだ

さい。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線334）

介護保険第1号被保険者 （65歳以上） の方

が属する世帯の主たる生計維持者が、 新型

コロナウイルス感染症により死亡または重篤

な傷病を負った場合や、 事業収入等の減少

が見込まれる場合に介護保険料の減免制度

があります。 詳しくは、 担当課にお問い合

わせください。

高齢者 ・ 保険課　介護保険係

☎７２-２１０１ （内線336 ・ 337）

新型コロナウイルス感染症の影響による介護
保険料の減免

内　容

申込 ・問

応募少数の場合または新型コロナウイルス感染症対策の状況により中止させていただく場合もありますので、

あらかじめご了承願います。

茅野市地域情報化講習会

申込 ・問 企画課　行革 ・ デジタル係　☎72-2101 （内線 155、 156）

講　座　名 内　容 講習日程 時　間 会　場 受講料 申込期間 その他

スマートフォン入門

講座【Android】

スマートフォンの文字

入力、タッチ操作、イ

ンターネット、カメラ

操作など、実際ご使

用しているスマート

フォン端末を使って

楽しく学ぶ講座

9/6（火） 

9/9（金） 

9/13（火） 

9/16（金） 

9/20（火）

9/27（火）

10時30分～ 

12時30分

ワークラボ

八ヶ岳

（茅野駅前ベ

ルビア２Ｆ）

2,000円
＋

テキスト代
7/22（金）

～8/19（金）

・各講座定員6名 

・諏訪地域の方で、全日程参加

　できる方 

・お使いのスマートフォンをご持

　参できる方
スマートフォン入門

講座【iPhone】

13時30分～

15時30分

2,000円
＋

テキスト代

みんなのパソコン

広場　☆パソコン初

級者お助け隊☆

ワードエクセルの初

歩 的 な 操 作 な ど、

パ ソコン 初 級 者 の

ちょっとしたお困り

ごとの相談、サポート

9/7（水）
14 時 ～17 時

（相談時間は1

人30分程度）

500円

7/22（金）

～8/19（金）
・１日若干名 

・持ち物はノートパソコン
9/21（水）

8/5（金） 

～9/2（金）
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